
 
 
 
 

登記相談御利用の皆様へ 
 
 

 玉名支局では，登記相談を月曜，水曜，金曜 
日に限定して予約制により行っています。 
  

これは，皆様から申請いただきました登記申請の処理を円
滑に行うためのもので，皆様の御協力を御願いします。 

 
予約の申込み方法は，次のとおりです。 

●電話による方法（０９６８－７２－２３４７） 

●４階総務係窓口で口頭による方法  

記相談の予約制開始のお知らせ■ 

 

は実施していませんので，ご注意願います。 
 

詳しくは下記へご連絡下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

お 問 い 合 わ せ 先  
 

 

   熊 本 地 方 法 務 局 玉 名 支 局  
 

０ ９ ６ ８ （ ７ ２ ） ２ ３ ４ ７  
 

 
   熊 本 地 方 法 務 局 （ 代 表 ）  
 

０ ９ ６ （ ３ ６ ４ ） ２ １ ４ ５  
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       なお，３階事務室では，  

 ●登記に関するＱ＆Ａ  
     「抵当権の抹消」「相続」など  
   ●各種申請書の記載方法  

操作が簡単なタッチパネル式のパソコン

で確認することができ，必要な書式等につい

ては，印刷の上お持ち帰りいただけますの

で，ご自由にご利用ください。  


